
消費税率引上げに伴う 

極楽湯回数券販売料金改定のお知らせ 
 

 

平成２６年４月１日より消費税率が現行の５％から８％に引上げられることに

なりました。これに伴い、４月１日より下記の通り回数券の料金を改定させて

頂きます。 

何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

● 商工カードあり・商工会々員（税込価格） 

回数券  ４，１００円  →  ４，２２０円 

招待券  ３，９００円  →  ４，０１０円 

※ 招待券につきましては１事業所、１ヶ月１セットまでのご購入とさせて

頂きます。 

 

● 商工カードなし・商工会々員（税込価格） 

回数券  ４，６００円  →  ４，７３０円 

招待券  購入不可 

 


